新　　　　　　旧　　　　　　対　　　　　　照　　　　　　表
	新
	旧

	高知県港湾施設管理条例施行規則(抜粋)
	高知県港湾施設管理条例施行規則(抜粋)

	本則
	本則

	
	

	(趣旨)
第1条　この規則は、高知県港湾施設管理条例(昭和29年高知県条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、県の管理に属する港湾施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
	(趣旨)
第1条　高知県港湾施設管理条例(昭和29年高知県条例第53号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

	(使用を制限する区域)

第2条　条例第5条第1項の規定に基づき港湾施設の使用を制限する区域は、別表第1に定めるとおりとする。
	(使用を制限する区域)

第1条の2　条例第4条第1項の規定に基づき港湾施設の使用を制限する区域は、別表第1のとおりとする。

	(占用の許可の申請)

第3条　条例第6条第1項の規定により港湾施設の占用の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による港湾施設占用許可申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、軽易なものにあっては、第2号、第4号及び第6号に掲げる書類の添付を省略することができる。
	(占用の許可申請)

第2条　条例第5条第1項の規定により、港湾施設の占用の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による港湾施設占用許可申請書に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、軽易なものにあっては、第2号、第4号及び第6号に掲げる書類の添付を省略することができる。

	(1)～(8)　略
	(1)～(8)　略

	
	2　軽易なものにあっては、前項の規定にかかわらず同項第2号、第4号及び第6号の書類は、省略することができる。

	(占用の変更の許可等の申請)
第4条　条例第6条第1項の規定により港湾施設の占用の変更の許可を受けようとする者は、別記第2号様式による港湾施設占用変更許可申請書に前条各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
	(占用変更の許可申請)
第3条　条例第5条第1項の規定により、占用の変更の許可を受けようとする者は、別記第2号様式による港湾施設占用変更許可申請書に、前条第1項各号に掲げる関係書類を添えて知事に提出しなければならない。

	2　前条ただし書の規定は、前項の場合において準用する。
	2　前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

	第5条　条例第6条第1項の規定により港湾施設の占用の許可を受けた者は、当該占用の許可の期間が満了した後も引き続いて当該港湾施設を占用しようとするときは、当該期間が満了する日の10日前までに、別記第3号様式による港湾施設占用継続許可申請書を知事に提出しなければならない。
	第4条　港湾施設の占用の許可を受けた者が、その期間満了後も引き続いて占用しようとするときは、期間満了の日の10日前までに、別記第3号様式による港湾施設占用継続許可申請書を知事に提出しなければならない。

	(工事の着手及びしゅん工の届出)
第6条　条例第6条第1項の規定により港湾施設の占用の許可を受けた者は、工作物の設置に係る工事の着手及びしゅん工後5日以内にそれぞれ別記第4号様式による港湾施設内工作物設置工事着手等届を知事に提出しなければならない。
	(着手及びしゅん(ヽヽヽ)功届書)
第5条　占用の許可を受けた者は、工作物の設置工事の着手及びしゅん(ヽヽヽ)功後5日以内にそれぞれ別記第4号様式による港湾施設内工作物設置工事着手(しゅん功)届書を知事に提出しなければならない。

	(使用の許可の申請等)

第7条　条例第6条第2項の規定により港湾施設の使用の許可を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、別記第5号様式による港湾施設使用許可申請書を知事に提出しなければならない。
	(使用の許可申請等)

第6条　条例第5条第2項の規定により、港湾施設を使用しようとする者(次項に規定する者を除く。)は、別記第5号様式による港湾施設使用許可申請書を知事に提出しなければならない。

	2　条例第6条第2項の規定により漁船について物揚場又は暫定係留施設の使用の許可を受けようとする者は別記第6号様式による係留施設等使用許可申請書(漁船用)を、漁船以外の小型船舶について物揚場又は暫定係留施設の使用の許可を受けようとする者は別記第7号様式による係留施設等使用許可申請書(漁船以外の小型船舶用)をそれぞれ知事に提出しなければならない。
	2　条例第5条第2項の規定により、漁船について物揚場又は暫定係留施設を使用しようとする者は別記第5号様式の2による係留施設等使用許可申請書(漁船用)を、漁船以外の小型船舶について物揚場又は暫定係留施設を使用しようとする者は別記第5号様式の3による係留施設等使用許可申請書(漁船以外の小型船舶用)をそれぞれ知事に提出しなければならない。

	3　前項又は次項の規定による申請(同項の規定による申請にあっては、前項の使用許可申請書を提出する場合に限る。)により港湾施設の使用を許可した場合において、使用許可書の様式は知事が別に定めるものとし、条例第7条の規定による使用料の納付をした者に対する現金領収証書の様式は別記第8号様式によるものとする。
	3　前項又は次項の規定による申請を許可した場合において、使用許可書の様式は知事が別に定めるものとし、条例第6条の規定による使用料の納付をした者に対する現金領収証書の様式は別記第5号様式の4のとおりとする。

	4　条例第6条第2項の規定により使用の許可を受けた者は、当該使用の許可の期間を伸長しようとするときは、第1項又は第2項の使用許可申請書を知事に提出しなければならない。この場合においては、当該使用許可申請書の余白に「継続」と朱書しなければならない。
	4　条例第5条第2項の規定により使用の許可を受けた者は、使用期間を伸長しようとするときは、第1項又は第2項の許可申請書を知事に提出しなければならない。この場合においては、当該許可申請書の余白に「継続」と朱書しなければならない。

	5　急を要するため、第1項、第2項若しくは前項の規定による手続により使用の許可を受けるいとまがないと認められる場合又は係留施設の使用(第2項に規定する使用を除く。)の許可の申請については、第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、口頭によりすることができる。この場合において、知事は、当該申請が適当であると認めたときは、別記第9号様式による使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
	5　急を要するため、第1項、第2項若しくは前項の規定による手続により許可を受けるいとまがないと認められる場合又は係留施設の使用(第2項に規定する使用を除く。)の許可の申請については、第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、口頭をもって許可を申請することができる。この場合において、知事は、当該申請を適当と認めたときは、別記第6号様式による使用許可書を当該申請者に交付するものとする。

	6　前項の規定は、面積により使用料を計算する港湾施設の2日以上の使用については、前項の規定は適用しない。
	6　面積をもって計算する港湾施設の2日以上の使用については、前項の規定は適用しない。

	(使用の廃止の届出等)

第8条　条例第6条第2項の規定により港湾施設の使用(条例別表第1の4において計算単位当たりの使用料の基準を月額で定めた係留施設又は暫定係留施設の使用に限る。以下この条において同じ。)の許可を受けた者は、当該使用の許可の期間が満了する前にその使用を廃止しようとするときは、別記第10号様式による係留施設等使用廃止届を知事に提出しなければならない。
	(使用の廃止の届出等)

第6条の2　条例第5条第2項の規定による使用(条例別表第1の4において計算単位当たりの使用料の基準を月額で定めた係留施設又は暫定係留施設の使用に限る。以下この条において同じ。)の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了する前にその使用を廃止しようとするときは、別記第6号様式の2による係留施設等使用廃止届を知事に提出しなければならない。

	2　知事は、前項の規定による届出があった場合において、条例第13条の規定に基づき当該使用の許可を取り消すときは、別記第11号様式による係留施設等使用許可取消し等決定通知書により当該届出者に通知するものとする。
	2　知事は、前項の規定による届出があった場合において、条例第11条の規定に基づき当該許可を取り消すときは、別記第6号様式の3による係留施設等使用許可取消し等決定通知書により当該届出者に通知するものとする。

	3　前項の場合における条例第17条第2項の規定に基づく使用料の還付金額については、既納の使用料の額から、当該届出者の使用の許可の日から当該使用の許可を取り消した日までの間の使用の許可とした場合における使用料の額を減じて計算するものとする。
	3　前項の場合における条例第13条第2項の規定に基づく使用料の還付金額については、既納の使用料の額から、当該届出者の使用の許可の日から当該許可を取り消した日までの間の使用の許可とした場合における使用料の額を減じて計算するものとする。

	(港湾ＥＤＩによる入出港の届出等)

第9条　高知港及び須崎港に係る入出港の届出及び係留施設の使用(第7条第2項に規定する使用を除く。以下この項において同じ。)の許可の申請は、港湾ＥＤＩ(国土交通省及び海上保安庁が港湾管理者と協力して開発した情報通信システムをいう。以下この条において同じ。)によりすることができる。この場合において、知事が港湾ＥＤＩから出力した文書のうち係留施設の使用の許可の申請に係るものは、第7条第1項の港湾施設使用許可申請書とみなす。
	(港湾ＥＤＩによる入出港の届出等)

第7条　高知港及び須崎港に係る入出港の届出及び係留施設の使用(第6条第2項に規定する使用を除く。以下この項において同じ。)の許可申請は、港湾ＥＤＩ(国土交通省及び海上保安庁が港湾管理者と協力して開発した情報通信システムをいう。以下この条において同じ。)によりすることができる。この場合において、知事が港湾EDIから出力した文書のうち係留施設の使用の許可申請に係るものは、第6条第1項に規定する港湾施設使用許可申請書とみなす。

	2　略
	2　略

	3　第1項の規定に基づく届出又は申請にあっては知事が港湾ＥＤＩから出力した時に当該届出又は申請があったものとみなし、前項の規定による表示にあっては港湾ＥＤＩに備えられたファイルへの記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該表示の相手方に到達したものと推定するものとする。
	3　第1項の規定により行われた届出又は申請にあっては知事が港湾ＥＤＩから出力した時に届出又は申請があったものとみなし、前項の規定により行われた表示にあっては港湾EDIに備えられたファイルへの記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該表示の相手方に到達したものと推定する。

	(港湾施設の区域の指定等)

第10条　条例第6条第3項の規定による港湾施設の存する地域の級地区分並びに同条第4項の規定による物揚場のうちの物揚場Ａ及び物揚場Ｂ並びに暫定係留施設Ａ、暫定係留施設Ｂ及び暫定係留施設Ｃの区分を別表第2のとおり定め、同条第5項の規定による係留施設、荷さばき地、野積場、暫定係留施設その他の港湾施設の区域を同表のとおり指定する。
	(港湾施設の区域の指定等)

第8条　条例第5条第3項の規定による港湾施設の存する地域の級地区分並びに同条第4項の規定による物揚場のうち物揚場Ａ及び物揚場Ｂ並びに暫定係留施設の区分を別表第2のとおり定め、同条第5項の規定による係留施設、荷さばき地、野積場、暫定係留施設その他の港湾施設の区域を同表のとおり指定する。

	2　略
	2　略

	(使用の許可の期間が終了した際に使用料を徴収することができる場合)
第11条　条例第7条第3項の特別の事由があると認めるものは、国又は地方公共団体が公益上の目的のため港湾施設を使用する場合とする。
	

	(指定)

第12条　条例第9条第1項の公益上その他特別の事由があると認めるときは、次に掲げるもののうち知事が認めた場合とする。
	(指定)

第9条　条例第8条第1項の公益上その他特別の事由があるときは、次の各号に掲げるもののうち知事が認めた場合をいう。

	(1)　魚揚場及び魚獲物荷さばき所又はこれらに類するもの
	(1)　魚揚場及び魚獲物荷捌所又はこれらに類するもの

	(2)　略
	(2)　略

	(3)　前2号に掲げるもののほか、占用料又は使用料を減額し、又は免除することが適当であると認められるもの
	(3)　前2号のほか、占用料又は使用料を減免することが適当と思われるもの

	2　条例第9条第2項第4号の知事が特別の事由があると認めた船舶は、次に掲げるものとする。
	2　条例第8条第2項第4号の知事が特別の事由があると認めた船舶とは次に掲げるものをいう。

	(1)　係留中の船舶で、荒天により航行危険のため予定の出港ができないもの
	(1)　係留中の船舶が荒天により航行危険のため予定の出港をなし得ないとき。

	(2)　出港後荒天により航行危険のため引き返し、再度係留が必要な船舶
	(2)　出港後荒天により航行危険のため引き返し、再度係留を要するとき。

	(3)　略
	(3)　略

	(占用の許可の承継の届出手続)
第13条　条例第11条第2項の規定により占用の許可に基づく地位の承継について届け出ようとする者は、別記第12号様式による港湾施設占用許可地位承継届を知事に提出しなければならない。
	

	(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)
第14条　条例第18条の規定に基づき港湾施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第12条第2項並びに別記第5号様式から別記第7号様式まで及び別記第9号様式の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあり、及び「高知県知事」とあるのは、「指定管理者」とする。
	

	(指定管理者の指定の申請に必要な書類等)
第15条　条例第20条の規則で定める申請書は、別記第13号様式によるものとする。
	

	2　条例第20条第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
	

	(1)　条例第19条第1項各号に掲げる業務に係る収支予算書
	

	(2)　定款、規約その他これらに類する書類
	

	(3)　法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては当該団体の代表者の住民票の写し
	

	(4)　前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の経営状況を明らかにする書類
	

	(5)　前各号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める書類
	

	3　条例第21条第2項の規則で定める事項は、指定管理者の代表者の氏名とする。
	

	(市町からの報告の徴収等)
第16条　知事は、条例第30条第1号から第3号まで及び第7号の規定により市町が処理することとされた事務に関し、当該市町から毎月報告を求めることができる。
	(事務処理の特例)
第10条　知事は、条例第13条の2第1号から第3号まで及び第7号の規定により市町が処理することとされた事務に関し、当該市町から毎月報告を求めることができる。

	2　前項の規定に基づく報告書の様式は、別記第14号様式による行為の規制等の事務報告書のとおりとする。
	2　前項の規定に基づく報告書の様式は、別記第7号様式による行為の規制等の事務報告書のとおりとする。

	3　条例第30条第5号の規定により市町が徴収した使用料の県への納付期限は、当該徴収した日の属する月の翌月の20日までとする。
	3　条例第13条の2第5号の規定により市町が徴収した使用料の県への納付期限は、当該徴収した日の属する月の翌月の20日までとする。

	4　条例第30条第5号の規定により市町が徴収した使用料の県への納付は、別記第15号様式による港湾施設使用料徴収報告書及び別記第16号様式による港湾施設使用料収入明細書を添えてするものとする。
	4　市町が徴収した使用料の県への納付は、別記第8号様式による港湾施設使用料徴収報告書及び別記第9号様式による港湾施設使用料収入明細書を添えてするものとする。

	5　知事は、必要があると認めたときは、条例第30条の規定により市町が処理した事務の状況について検査をすることができる。
	5　知事は、必要があると認めたときは、市町が処理した事務の状況について検査をすることができる。

	
	(書類の経由等)
第11条　入出港の届出書(第7条第1項の規定に基づく届出に係るものを除く。)は正本1通、第2条から第6条までの規定による書類は正副2通とし、当該区域を所管する土木事務所長を経由して知事に提出しなければならない。

	
	2　前項の書類を受理した土木事務所長は、当該書類に意見を付して速やかに知事に送付しなければならない。

	(雑則)
第17条　この規則に定めるもののほか、県の管理に属する港湾施設の管理に関し必要な事項は、知事が別に、又は指定管理者が知事の承認を得て定める。
	

	
	

	別表第1(第2条関係)
	別表第1(第1条の2関係)

	
	

	(表は省略)
	(表は省略)

	別表第2(第10条関係)
	別表第2(第8条関係)

	
	

	港湾名
港湾施設の区域、物揚場及び暫定係留施設の区分等
級地区分
高知港
別図1から別図2の5までのとおり
全域を1級地とする。
須崎港
別図3から別図3の6までのとおり
〃
甲浦港
別図4のとおり
全域を2級地とする。
佐喜浜港
別図5のとおり
〃
室津港
別図6のとおり
〃
奈半利港
別図7及び別図7の2のとおり
〃
手結港
別図8及び別図8の2のとおり
〃
久礼港
別図9から別図9の4までのとおり
〃
上ノ加江港
別図10のとおり
〃
佐賀港
別図11のとおり
〃
上川口港
別図12のとおり
〃
下田港
別図13及び別図13の2のとおり
〃
下ノ加江港
別図14及び別図14の2のとおり
〃
以布利港
別図15のとおり
〃
清水港
別図16及び別図16の2のとおり
〃
あしずり港
別図16の3のとおり
〃
下川口港
別図17のとおり
〃
宿毛湾港
別図18から別図19の4までのとおり
〃

	港　湾　名
港湾施設区域並びに物揚場及び暫定係留施設の区分
級 地 区 分
高　知　港
別図1から別図2の5までのとおり
全域を1級地とする。
須　崎　港
別図3から別図3の6までのとおり
〃
甲　浦　港
別図4のとおり
全域を2級地とする。
佐 喜 浜 港
別図5のとおり
〃
室　津　港
別図6のとおり
〃
奈 半 利 港
別図7及び別図7の2のとおり
〃
手　結　港
別図8及び別図8の2のとおり
〃
久　礼　港
別図9から別図9の4までのとおり
〃
上ノ加江港
別図10のとおり
〃
佐　賀　港
別図11のとおり
〃
上 川 口 港
別図12のとおり
〃
下　田　港
別図13及び別図13の2のとおり
〃
下ノ加江港
別図14及び別図14の2のとおり
〃
以 布 利 港
別図15のとおり
〃
清　水　港
別図16及び別図16の2のとおり
〃
あしずり港
別図16の3のとおり
〃
下 川 口 港
別図17のとおり
〃
宿 毛 湾 港
別図18から別図19の4までのとおり
〃
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